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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部と、前記先端部の基端側に連続して設けられ、上下方向に湾曲可能であり被覆管
を有する湾曲部とを有する挿入部と、
　前記先端部に配置される固体撮像素子と、
　前記固体撮像素子の後方側に配置される基板と、
　前記挿入部内で上側に配置され、前記基板の上面に接続し、前記基板を介して前記固体
撮像素子と電気的に接続され、前記固体撮像素子の駆動信号を伝送する第１のケーブルと
、
　前記第１のケーブルよりも細く、前記挿入部内で下側に配置され、前記基板の下面に接
続し、前記基板を介して前記固体撮像素子と電気的に接続され、前記固体撮像素子の出力
信号を伝送する第２のケーブルと、
　前記挿入部内に配置され、処置具を挿通するためのチャンネルと、
　を備え、
　前記挿入部の長手方向と直交する断面において、前記チャンネルの中心と前記第１のケ
ーブルの中心とを結ぶ線が前記挿入部の略中心を通過するように、前記チャンネルと前記
第１のケーブルが前記挿入部内に配置されており、前記チャンネルの直径と前記第１のケ
ーブルの直径との和が、前記被覆管の内径と略等しいことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記挿入部内に配置され、前記先端部から被写体に向けて照明光を照射するライトガイ
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ドをさらに備え、
　前記ライトガイドは、前記チャンネルと前記第１のケーブルの前記挿入部の長手方向に
直交する方向の中心線よりも上側に配置され、
　前記第２のケーブルは、前記チャンネルと前記第１のケーブルの前記挿入部の長手方向
に直交する方向の中心線よりも下側に配置されることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に挿入される挿入部の先端に被検体内を撮像する撮像ユニットが設
けられる内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野および工業分野において、各種検査のために内視鏡装置が広く用いられ
ている。このうち、医療用の内視鏡装置は、患者等の被検体の体腔内に、先端に固体撮像
素子が設けられた細長形状をなす可撓性の挿入部を挿入することによって、被検体を切開
せずとも体腔内の体内画像を取得でき、さらに、必要に応じて挿入部先端から処置具を突
出させて治療処置を行うことができるため、広く用いられている。
【０００３】
　このような内視鏡装置では、挿入部の細径化が求められている。内視鏡装置の挿入部内
には、例えば、被検体の体腔内に生体鉗子、電気メスおよび検査プローブ等の処置具を挿
入するためのチャンネルと、照明光を伝送するライトガイドと、制御装置と挿入部の先端
に設けられる撮像ユニットとを接続する信号ケーブルとが設けられる。
【０００４】
　一般的に、挿入部内では、挿入部の長手方向と直交する断面において、チャンネルと信
号ケーブルの水平方向の中心線とが、挿入部全体の中心軸を通過するように配置されるの
で、挿入部の径は、チャンネルと信号ケーブルの径によって規定される。そのため、挿入
部の細径化を図るために、信号ケーブルを複数に分割し、個々の信号ケーブルの径を細く
することが行われている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１２８９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の技術では、信号ケーブルを複数に分割しているものの、それぞれの
信号ケーブルを構成する信号線が伝送する信号の種類については規定されておらず、信号
の種類が異なる信号線が隣接することによるクロストークの発生についての記載はない。
また例えば各信号線の信号を、クロストークが生じにくい信号の種類ごとに各信号ケーブ
ルに纏めたとしても、異なる信号ケーブルの各々の信号線が、回路基板の同一面に接続さ
れており、信号の種類が異なる信号線が交差して配設されることとなる。そのため、クロ
ストークの発生などによる画質の劣化を招く虞がある。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、挿入部の細径化を実現するとともに、
高画質化を実現する内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる内視鏡装置は、先端部
と、前記先端部の基端側に連続して設けられ、上下方向に湾曲可能な湾曲部とを有する挿
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入部と、前記先端部に配置される固体撮像素子と、前記固体撮像素子の後方側に配置され
る基板と、前記挿入部内で上側に配置され、前記基板の上面に接続し、前記基板を介して
前記固体撮像素子と電気的に接続され、少なくとも前記固体撮像素子の駆動信号及び出力
信号のいずれか一方を伝送する第１のケーブルと、前記第１のケーブルよりも細く、前記
挿入部内で下側に配置され、前記基板の下面に接続し、前記基板を介して前記固体撮像素
子と電気的に接続され、少なくとも前記固体撮像素子の駆動信号及び出力信号の他方を伝
送する第２のケーブルと、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記挿入部内に配置され、処
置具を挿通するためのチャンネルをさらに備え、前記挿入部の長手方向と直交する断面に
おいて、前記チャンネルの中心と前記第１のケーブルの中心とを結ぶ線が前記挿入部の略
中心を通過するように、前記チャンネルと前記第１のケーブルが前記挿入部内に配置され
ることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記挿入部内に配置され、前
記先端部から被写体に向けて照明光を照射するライトガイドをさらに備え、前記ライトガ
イドは、前記チャンネルと前記第１のケーブルの前記挿入部の長手方向に直交する方向の
中心線よりも上側に配置され、前記第２のケーブルは、前記チャンネルと前記第１のケー
ブルの前記挿入部の長手方向に直交する方向の中心線よりも下側に配置されることを特徴
とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記第１のケーブルは、前記
固体撮像素子の駆動信号を伝送し、前記第２のケーブルは、前記固体撮像素子の出力信号
を伝送することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、挿入部の細径化を実現するとともに、高画質化を実現する内視鏡装置
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１による内視鏡システムの全体構成を模式的に示す
図である。
【図２Ａ】図２Ａは、図１に示す内視鏡先端の部分断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２ＡのＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図３は、撮像ユニットにより撮像される画像を表示する表示画面の一例を示す模
式図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第１の例を示す断面図で
ある。
【図５】図５は、図４に示す配置における信号ケーブルと撮像ユニットとの接続部を示す
模式図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第２の例を示す断面図で
ある。
【図７】図７は、図６に示す配置における信号ケーブルと撮像ユニットとの接続部を示す
模式図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第３の例を示す断面図で
ある。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第４の例を示す断面図で
ある。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態２による撮像ユニットとケーブルの接続部周辺
を示す側面図である。
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【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の実施の形態３による撮像ユニットとケーブルの接続部
周辺を示す側面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１１ＡのＢ－Ｂ線断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態４によるフレキシブル基板の一例を示す平面図
である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本発明の実施の形態５によるフレキシブル基板の一例を示す平
面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、本発明の実施の形態５によるフレキシブル基板の一例を示す平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として
、撮像ユニットを備えた内視鏡装置について説明する。また、この実施の形態により、こ
の発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の符
号を付している。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係
、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間にお
いても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１による内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図であ
る。図１に示すように、内視鏡装置１は、内視鏡２と、ユニバーサルコード５と、コネク
タ６と、光源装置７と、プロセッサ（制御装置）８と、表示装置１０とを備える。
【００１６】
　内視鏡２は、挿入部３を被検体の体腔内に挿入することによって、被検体の体内画像を
撮像し撮像信号を出力する。ユニバーサルコード５内部のケーブル（図２Ａに示す第１の
ケーブル３３及び第２のケーブル３４）は、内視鏡２の挿入部３の先端まで延伸され、挿
入部３の先端部３ｂに設けられる撮像ユニットに接続する。
【００１７】
　コネクタ６は、ユニバーサルコード５の基端に設けられて、光源装置７及びプロセッサ
８に接続され、ユニバーサルコード５と接続する先端部３ｂの撮像ユニットが出力する撮
像信号（出力信号）に所定の信号処理を施すとともに、撮像信号をアナログデジタル変換
（Ａ／Ｄ変換）して画像信号として出力する。
【００１８】
　光源装置７は、例えば、白色ＬＥＤを用いて構成される。光源装置７が点灯するパルス
状の白色光は、コネクタ６、ユニバーサルコード５を経由して内視鏡２の挿入部３の先端
から被写体へ向けて照射する照明光となる。
【００１９】
　プロセッサ８は、コネクタ６から出力される画像信号に所定の画像処理を施すとともに
、内視鏡装置１全体を制御する。表示装置１０は、プロセッサ８が処理を施した画像信号
を表示する。
【００２０】
　内視鏡２の挿入部３の基端側には、内視鏡機能を操作する各種ボタン類やノブ類が設け
られた操作部４が接続される。操作部４には、被検体の体腔内に生体鉗子、電気メスおよ
び検査プローブ等の処置具を挿入する処置具挿入口４ａが設けられる。
【００２１】
　挿入部３は、撮像ユニットが設けられる先端部３ｂと、先端部３ｂの基端側に連設され
た上下方向に湾曲自在な湾曲部３ａと、この湾曲部３ａの基端側に連設された可撓管部３
ｃとを備える。湾曲部３ａは、操作部４に設けられた湾曲操作用ノブの操作によって上下
方向に湾曲し、挿入部３内部に挿通された湾曲ワイヤの牽引弛緩にともない、たとえば上
下の２方向に湾曲自在となっている。なお、ここでの上下方向は表示装置１０に表示され
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る画像の上下方向と一致している。また、本明細書における上下方向は、挿入部３が延び
る方向（長手方向）と直交する方向であって、互いに相反する方向である。
【００２２】
　内視鏡２には、光源装置７からの照明光を伝送するライトガイド３２（図２Ａ）が配設
され、ライトガイド３２による照明光の出射端に照明窓３８（図２Ａ）が配置される。こ
の照明窓３８は、挿入部３の先端部３ｂに設けられており、照明光が被検体に向けて照射
される。
【００２３】
　次に、内視鏡２の先端部３ｂの構成について詳細に説明する。図２Ａは、内視鏡２先端
の部分断面図である。図２Ａは、内視鏡２の先端部３ｂに設けられた撮像ユニットの基板
面に対して直交する面であって撮像ユニットの光軸方向と平行な面で切断した場合の断面
図である。図２Ａにおいては、内視鏡２の挿入部３の先端部３ｂと、湾曲部３ａの一部を
図示する。また、図２Ａにおいて、上方向（ＵＰ）は湾曲部３ａの湾曲上方向及び表示装
置１０に表示される画像の上方向に対応し、下方向（ＤＯＷＮ）は湾曲部３ａの湾曲下方
向及び表示装置１０に表示される画像の下方向に対応している。
【００２４】
　図２Ａに示すように、湾曲部３ａは、被覆管３０ａ内側に配置する湾曲管内部に挿通さ
れた上方湾曲ワイヤ３５及び下方湾曲ワイヤ３６の牽引弛緩にともない、上下方向に湾曲
自在である。この湾曲部３ａの先端側に延設された先端部３ｂ内部に、撮像ユニットが設
けられる。被覆管３０ａは、湾曲部３ａが湾曲可能なように、柔軟な部材で構成されてい
る。
【００２５】
　撮像ユニットは、レンズユニット１１と、レンズユニット１１の基端側に配置する固体
撮像素子１３とを有し、接着剤で先端部本体３０ｂの内側に接着される。先端部本体３０
ｂは、撮像ユニットを収容する内部空間を形成するための硬質部材で形成される。先端部
本体３０ｂが配置される先端部３ｂが挿入部３の硬質部分となる。この硬質部分の長さ（
硬質長）は、挿入部３先端から先端部本体３０ｂの基端までとなる。
【００２６】
　レンズユニット１１は、複数の対物レンズと、対物レンズを保持するレンズホルダとを
有し、このレンズホルダの先端が、先端部本体３０ｂ内部に挿嵌固定されることによって
、先端部本体３０ｂに固定される。
【００２７】
　撮像ユニットは、ＣＣＤまたはＣＭＯＳなどの入射光に応じた電気信号を生成する固体
撮像素子１３、固体撮像素子１３から光軸方向に延出するフレキシブル基板１６、フレキ
シブル基板１６表面に形成された複数の導体層を有する積層基板（硬質基板）１４、およ
び固体撮像素子１３の受光面を覆った状態で固体撮像素子１３に接着するガラスリッド１
２を備える。
【００２８】
　レンズユニット１１によって結像された被写体９の像（及びその影９ｓの像）は、レン
ズユニット１１の結像位置に配設された固体撮像素子１３によって検出されて、撮像信号
に変換される。撮像信号（出力信号）は、フレキシブル基板１６、積層基板１４、電子部
品（第２チップ）１５、及び第１のケーブル３３又は第２のケーブル３４を経由して、プ
ロセッサ８に出力される。
【００２９】
　本実施の形態では、挿入部３を細径化するために、ライトガイド３２を１本のみとして
いる。そのため、被写体９に影９ｓが生じる。ライトガイド３２が、固体撮像素子１３の
受光面に対して垂直な挿入部の中心線よりも上（ＵＰ）側に配置されるため、照明光が被
写体９に対して上から照射されるので、被写体９の影９ｓが被写体９の下に出現する。な
お、実際には固体撮像素子１３はチャンネル３１をよけて左右方向に偏って配置されるた
め、図２Ａに示すように影９ｓは、被写体９の斜め下方向に生じる。この様に、表示装置
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１０に表示される被写体９の影９ｓが、被写体９の下側に出現することにより、例えば影
９ｓが被写体９の上側に出現する場合に対し、違和感の無い自然な観察が可能となる。
【００３０】
　図３は、撮像ユニットにより撮像される画像を表示する表示画面の一例を示す模式図で
ある。上述したように、ライトガイド３２及び照明窓３８が、中心線よりも上側に配置さ
れるので、表示装置１０の表示画面７０に表示される被写体９の画像９０に対して、影９
ｓの画像９０ｓが下側に表示される。
【００３１】
　図２Ａに戻り、固体撮像素子１３の下部電極には、フレキシブル基板１６のインナーリ
ード１７が電気的に接続され、封止樹脂によって覆われることによって、固体撮像素子１
３とフレキシブル基板１６とが接続される。
【００３２】
　フレキシブル基板１６は、フレキシブルプリント基板であり、固体撮像素子１３の光軸
方向に向かって、固体撮像素子１３から延出する。このフレキシブル基板１６表面には、
複数の層が積層した積層基板１４が形成され、フレキシブル基板１６と電気的および機械
的に接続する。固体撮像素子１３の裏面と積層基板１４の固体撮像素子１３側側面とは接
着剤によって接着している。
【００３３】
　撮像ユニットの積層基板１４には、固体撮像素子１３の伝送用バッファ（第２チップ）
等を構成する電子部品１５が実装され、複数の導体層間を電気的に導通させるビアが形成
されている。また、積層基板１４の基端には、第１のケーブル３３及び第２のケーブル３
４を構成する各信号線３３ａ及び３４ａの先端が接続する。なお、積層基板１４には、固
体撮像素子１３の駆動回路を構成する電子部品以外の電子部品が実装されてもよい。
【００３４】
　積層基板１４上面には、第１のケーブル３３を構成する信号線３３ａ先端の導体が電気
的かつ機械的に接続されるケーブル接続ランド１８が形成される。また、積層基板１４下
面には、第２のケーブル３４を構成する信号線３４ａ先端の導体が電気的かつ機械的に接
続されるケーブル接続ランド１９が形成される。
【００３５】
　積層基板１４には、固体撮像素子１３の駆動回路を構成する複数の電子部品のうち、上
部表面に一以上の電子部品が実装され、内部にも一以上の電子部品が埋設されることによ
って実装される。積層基板１４、電子部品１５、フレキシブル基板１６、第１のケーブル
３３及び第２のケーブル３４を含めた撮像ユニット全体が、固体撮像素子１３を光軸方向
に投影した投影領域内に収まるように配置されている。
【００３６】
　第１のケーブル３３は、１又は複数の同軸又は単線の信号線３３ａからなる信号ケーブ
ル束であり、シールド線により被覆されている。第２のケーブル３４も、同様に、１又は
複数の同軸又は単線の信号線３４ａからなる信号ケーブル束であり、シールド線により被
覆されている。第１のケーブル３３の径は、第２のケーブル３４の径よりも太く設定され
る。例えば、第１のケーブル３３は、駆動信号用の信号線又は駆動信号用の信号線と電源
線（電源用信号線）で構成され、第２のケーブル３４は、出力信号用の信号線又は出力信
号用の信号線と電源線（電源用信号線）とで構成される。なお、第１のケーブル３３を、
出力信号用の信号線又は出力信号用の信号線と電源線とで構成し、第２のケーブル３４を
駆動信号用の信号線又は駆動信号用の信号線と電源線で構成するようにしてもよい。この
ように、駆動信号用の信号線と出力信号用の信号線とを別のケーブルに分けることにより
、出力信号と駆動信号との間のクロストークを低減することができる。
【００３７】
　第１のケーブル３３、第２のケーブル３４及びそれらを構成する信号線３３ａ及び３４
ａのシールド線３７は、信号線取り回し部３９において一つにまとめられて、積層基板１
４の下面に形成される接地用ランドに接続される。
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【００３８】
　図２Ｂは、図２ＡのＡ－Ａ線断面図である。図２Ｂにおいては、本発明の実施の形態１
による挿入部内のチャンネル３１、ライトガイド３２、ケーブル３３、３４等の配置を図
示する。図２Ｂにおいて、上方向（ＵＰ）は湾曲部３ａの湾曲上方向及び表示装置１０に
表示される画像の上方向に対応し、下方向（ＤＯＷＮ）は湾曲部３ａの湾曲下方向及び表
示装置１０に表示される画像の下方向に対応している。
【００３９】
　図２Ｂに示すように、挿入部３内には、チャンネル３１、ライトガイド３２、第１のケ
ーブル３３、第２のケーブル３４、上方湾曲ワイヤ３５及び下方湾曲ワイヤ３６が配置さ
れる。
【００４０】
　図２Ｂに示す例では、上方湾曲ワイヤ３５を挿入部内の最上部に配置し、下方湾曲ワイ
ヤ３６を最下部付近に配置する。次に、挿入部３の長手方向と直交する断面（Ａ－Ａ断面
）において、チャンネル３１の中心Ｃ１と第１のケーブル３３の中心Ｃ２とを結ぶ線ＬＨ
が、水平もしくは実質的に水平方向（上方向（ＵＰ）と下方向（ＤＯＷＮ）と直交もしく
は実質的に直交する方向）に配設されるとともに、挿入部３全体の中心Ｃ又はその近傍（
以下、中心Ｃ及びその近傍をまとめて「略中心Ｃ」とする）を通過するように、すなわち
、挿入部３の長手方向と直交する断面において、チャンネル３１の中心Ｃ１と第１のケー
ブル３３の中心Ｃ２とを結ぶ線ＬＨが挿入部３の略中心Ｃを通過するように、チャンネル
３１と第１のケーブル３３を配置する。チャンネル３１と第１のケーブル３３をこのよう
に配置することにより、チャンネル３１と第１のケーブル３３の上下に空間が生じる。上
述したように被写体９の影９ｓが下側に生じるように、第１のケーブル３３の上側の空間
には、ライトガイド３２を配置する。そして、第１のケーブル３３の下側の空間には、第
１のケーブル３３よりも細い第２のケーブル３４を配置する。
【００４１】
　次に、本実施の形態１による第１のケーブル３３と第２のケーブル３４のそれぞれを構
成する信号線の配分及び積層基板１４との接続について具体的に説明する。
【００４２】
　図４は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第１の例を示す断面図である。
図４に示す断面は、図２ＡのＡ－Ａ線断面である。図４に示す例では、上段に配置される
太い第１のケーブル３３を駆動信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２のケー
ブル３４を出力信号用のケーブルとしている。
【００４３】
　第１のケーブル３３内には、固体撮像素子１３の駆動信号用の信号線（同軸線）３３ａ
及び３３ｂ、太い電源線（単線）３３ｃ及び細い電源線（単線）３３ｄを配置している。
一方、第２のケーブル３４内には、出力信号用の太い信号線（同軸線）３４ａのみを配置
している。第２のケーブル３４は、第１のケーブル３３よりも細いものの、出力信号用の
太い信号線（同軸線）３４ａのみを配置するので、出力信号用の太い信号線（同軸線）３
４ａの径を太くすることができる。これにより、駆動信号用の信号線と出力信号用の信号
線とを別のケーブルに分けることができるとともに、出力信号用の信号線を太くすること
ができる。出力信号用の信号線を太くすることで、伝送距離が長い内視鏡において、出力
信号の減衰を抑制することが可能となる。出力信号の減衰を抑制することにより、操作部
４内に配置される出力信号用の増幅回路を省略可能となる。
【００４４】
　図５は、図４に示す配置における信号ケーブルと撮像ユニットとの接続部を示す模式図
である。図５に示すように、上段に配置される第１のケーブル３３を構成する駆動信号用
の信号線（同軸線）３３ａ及び３３ｂ、太い電源線（単線）３３ｃ及び細い電源線（単線
）３３ｄは、積層基板１４上面に形成されたケーブル接続ランド１８に接続される。下段
に配置される第２のケーブル３４を構成する出力信号用の太い信号線（同軸線）３４ａは
、積層基板１４下面に形成されたケーブル接続ランド１９に接続される。なお、シールド
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線３７は、積層基板１４下面に形成された接地用ランドに接続される。このように、上段
の第１のケーブル３３の信号線は積層基板１４の上面に、下段の第２のケーブル３４の信
号線は積層基板１４の下面に接続することにより、接続部近傍の信号線取り回し部３９（
図２Ａ参照）における信号線の交差をなくすことができる。
【００４５】
　よって、駆動信号用のケーブルと出力信号用のケーブルとを上下に分離して距離をとる
ことが可能となり、出力信号と駆動信号との間のクロストークを低減することができると
ともに、挿入部３の最大径を細径化することができる。また、信号線取り回し部３９にお
いて信号線が交差しないことにより、信号線取り回し部３９における信号線の長さを極力
短くすることが可能であり、信号線取り回し部３９の長さを短くして、硬質長を短くする
ことができる。
【００４６】
　図６は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第２の例を示す断面図である。
図６に示す断面は、図２ＡのＡ－Ａ線断面である。図６に示す例では、上段に配置される
太い第１のケーブル３３を駆動信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２のケー
ブル３４を出力信号用のケーブルとしている。
【００４７】
　第１のケーブル３３内には、固体撮像素子１３の駆動信号用の信号線（同軸線）３３ａ
及び３３ｂ、太い電源線（単線）３３ｃを配置している。一方、第２のケーブル３４内に
は、出力信号用の信号線（同軸線）３４ｂ、細い電源線（単線）３４ｃ及びダミーケーブ
ル３４ｄを配置している。この例では、図４に示す第１の例に比べて出力信号用の信号線
３４ｂの径が細くなってしまうものの、出力信号用の信号線３４ｂと細い電源線（単線）
３４ｃと、ダミーケーブル３４ｄとを縒ることにより第２のケーブル３４の強度を向上さ
せることができる。
【００４８】
　また、例えば細い電源線３４を第１のケーブル３３内に配置した場合、第１のケーブル
３３が屈曲されたときに、細い電源線３４ｃが他の太い信号線や電源線に挟まれたりする
ことにより、細い電源線３４ｃが断線する虞があるが、図６に示す形態によれば、第１の
ケーブル３３内に細い電源線３４ｃを配置しないため、この様なことは生じない。
【００４９】
　また、第１のケーブル３３内に、同様の太さの信号線や電源線を配置することにより、
第１のケーブル３３が屈曲されたときに、細い電源線３４を第１のケーブル３３内に配置
した場合に比べ、屈曲方向による屈曲力のばらつきが低減でき、湾曲部３ａの湾曲性能の
向上が図れる。
【００５０】
　図７は、図６に示す配置における信号ケーブルと撮像ユニットとの接続部を示す模式図
である。図７に示すように、上段に配置される第１のケーブル３３を構成する駆動信号用
の信号線（同軸線）３３ａ及び３３ｂ、太い電源線（単線）３３ｃは、積層基板１４上面
に形成されたケーブル接続ランド１８に接続される。下段に配置される第２のケーブル３
４を構成する出力信号用の信号線（同軸線）３４ｂ及び細い電源線（単線）３４ｃは、積
層基板１４下面に形成されたケーブル接続ランド１９に接続される。なお、シールド線３
７は、積層基板１４下面に形成された接地用ランドに接続される。このように、上段の第
１のケーブル３３の信号線は積層基板１４の上面に、下段の第２のケーブル３４の信号線
は積層基板１４の下面に接続することにより、接続部における信号線の交差をなくすこと
ができる。よって、駆動信号用のケーブルと出力信号用のケーブルとを上下に分離して距
離をとることが可能となり、出力信号と駆動信号との間のクロストークを低減することが
できるとともに、挿入部３の最大径を細径化することができる。また、信号線取り回し部
３９において信号線が交差しないことにより、信号線取り回し部３９における信号線の長
さを極力短くすることが可能であり、信号線取り回し部３９の長さを短くして、硬質長を
短くすることができる。
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【００５１】
　図８は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第３の例を示す断面図である。
図８に示す断面は、図２ＡのＡ－Ａ線断面である。図８に示す例では、上段に配置される
太い第１のケーブル３３を駆動信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２のケー
ブル３４を出力信号用のケーブルとしている。
【００５２】
　第１のケーブル３３内には、固体撮像素子１３の駆動信号用の信号線（同軸線）３３ａ
及び３３ｂ、細い電源線（単線）３３ｄ及び３３ｅを配置している。一方、第２のケーブ
ル３４内には、出力信号用の信号線（同軸線）３４ｂ及び２本のダミーケーブル３４ｄを
配置している。この例では、図４に示す第１の例に比べて出力信号用の信号線３４ｂの径
が細くなってしまうものの、出力信号用の信号線３４ｂと２本のダミーケーブル３４ｄと
を縒ることにより第２のケーブル３４の強度を向上させることができる。また、第１のケ
ーブル３３内の電源線を２本とも細いものに変更したため、他の例に比べてさらなる細径
化を実現できる。また、この第３の例では、図４及び図５に示す第１の例と積層基板１４
への配線が同様であるため、上述した第１の例と同様の効果を得ることが出来る。
【００５３】
　図９は、本発明の実施の形態１による挿入部内の配置の第４の例を示す断面図である。
図９に示す断面は、図２ＡのＡ－Ａ線断面である。図９に示す例では、上段に配置される
太い第１のケーブル３３を駆動信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２のケー
ブル３４を出力信号用のケーブルとしている。
【００５４】
　第１のケーブル３３内には、固体撮像素子１３の駆動信号用の信号線（同軸線）３３ａ
及び３３ｂ、細い電源線（単線）３３ｄ及びダミーケーブル３３ｆを配置している。一方
、第２のケーブル３４内には、出力信号用の信号線（同軸線）３４ｂ、細い電源線（単線
）３４ｃ及びダミーケーブル３４ｄを配置している。この例では、図４に示す第１の例に
比べて出力信号用の信号線３４ｂの径が細くなってしまうものの、出力信号用の信号線３
４ｂと細い電源線（単線）３４ｃと、ダミーケーブル３４ｄとを縒ることにより第２のケ
ーブル３４の強度を向上させることができる。また、第１のケーブル３３内の電源線を細
いものに変更したため、上記第３の例と同様にさらなる細径化を実現できる。また、この
第４の例でも、図６及び図７に示す第２の例と積層基板１４への配線が同様であるため、
上述した第２の例と同様の効果を得ることが出来る。
【００５５】
　なお、上述した第１から第４の例では、いずれも上段に配置される太い第１のケーブル
３３を駆動信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２のケーブル３４を出力信号
用のケーブルとしたが、内部に配置される信号線の径を調整することにより、上段に配置
される太い第１のケーブル３３を出力信号用のケーブルとし、下段に配置される細い第２
のケーブル３４を駆動信号用のケーブルとすることができる。
【００５６】
　例えば、第１の例の場合には、上段の第１のケーブル３３内に出力信号用の太い信号線
のみを配置し、下段の第２のケーブル３４内に２本の駆動用信号線と２本の電源線を配置
するようにしてもよい。この場合には、上段に配置される第１のケーブル３３を構成する
出力信号用の信号線を積層基板１４上面に形成されたケーブル接続ランド１８に接続し、
下段に配置される第２のケーブル３４を構成する２本の駆動用信号線と２本の電源線を積
層基板１４下面に形成されたケーブル接続ランド１９に接続するようにすることが好まし
い。
【００５７】
　また例えば、第２の例の場合には、上段の第１のケーブル３３内に出力信号用の信号線
と電源線及びダミーケーブルを配置し、下段の第２のケーブル３４内に２本の駆動用信号
線と電源線を配置するようにしてもよい。この場合には、上段に配置される第１のケーブ
ル３３を構成する出力信号用の信号線と電源線を積層基板１４上面に形成されたケーブル
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接続ランド１８に接続し、下段に配置される第２のケーブル３４を構成する２本の駆動用
信号線と電源線を積層基板１４下面に形成されたケーブル接続ランド１９に接続するよう
にすることが好ましい。
【００５８】
　以上、本発明の実施の形態１によれば、挿入部３内の信号ケーブルを２つに分割し、一
方を固体撮像素子１３の駆動信号用のケーブルとし、他方を出力信号用のケーブルとした
。これにより、挿入部３の最大径を細径化することができるとともに、駆動信号と出力信
号のクロストークを低減して高画質化を図ることができる。
【００５９】
　また、本発明の実施の形態１によれば、積層基板１４と信号線との接続部において信号
線が上下に交差しないようにしたので、接続部の長さを短縮し、内視鏡２の硬質長を短縮
することができる。また、駆動信号と出力信号を積層基板１４の上面と下面にそれぞれ接
続することにより、両信号の距離を大きくしてクロストークの発生をさらに低減すること
ができる。
【００６０】
（実施の形態２）
　図１０は、本発明の実施の形態２による撮像ユニットとケーブルの接続部周辺を示す側
面図である。実施の形態２では、固体撮像素子１３の上側に接続パッドを設けて、積層基
板１４の上面側で、インナーリード１７によりフレキシブル基板１６と固体撮像素子１３
を接続し、電子部品１５を積層基板１４の下面に設けた。それ以外の構成は実施の形態１
と同様である。
【００６１】
　本発明の実施の形態２によれば、出力信号の伝送用バッファなどで構成される電子部品
１５を出力信号用のケーブルである第２のケーブル３４と同じ積層基板１４の下面に配置
したため、出力信号の経路を短縮できるとともに、実施の形態１のように積層基板１４の
上面に電子部品１５を配置した場合に比べて、積層基板１４の上面と下面を電気的に接続
するビアを減らすことが可能となる。よって、積層基板１４の挿入部３の長手方向の長さ
Ｌ１を短縮することができる。
【００６２】
（実施の形態３）
　図１１Ａは、本発明の実施の形態３による撮像ユニットとケーブルの接続部周辺を示す
側面図である。図１１Ｂは、図１１ＡのＢ－Ｂ線断面図である。実施の形態３では、積層
方向が横方向である積層基板１４ａを用い、フレキシブル基板１６は略９０度曲げられて
積層基板１４ａの下面とは接続部１４１ｂを介して、一方の側面とは接続部１４１ａを介
して接続されている。
【００６３】
　下面のフレキシブル基板１６には、接地用ランド及び出力信号用のケーブル接続ランド
が設けられ、接地用の信号線（シールド線）３４１と出力信号用の信号線３４２とが接続
される。
【００６４】
　側面のフレキシブル基板１６上及びフレキシブル基板と接続されない側の積層基板１４
ａの側面上には、それぞれ対応する同一の駆動信号用及び電源接続用のケーブル接続ラン
ド１８Ｌ及び１８Ｒが形成され、ケーブル接続ランド１８Ｌ及び１８Ｒのいずれか一方の
組に駆動信号用及び電源接続用の信号線３３１～３３４が接続される。
【００６５】
　本発明の実施の形態３によれば、フレキシブル基板１６と積層基板１４ａの接続部１４
１ａ、１４１ｂが２面にあるため、配線の自由度を増すことができる。また、両基板の左
右に同一の信号に対応するケーブル接続ランド１８Ｌ及び１８Ｒを設けたので、チャンネ
ル３１の左右位置等に従い、ケーブルの接続箇所を適宜変更することが可能となり、内視
鏡２の設計自由度を増すことができる。
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【００６６】
（実施の形態４）
　図１２は、本発明の実施の形態４によるフレキシブル基板の一例を示す平面図である。
フレキシブル基板１６０をカットする際に、積層基板１４よりもフレキシブル基板１６０
が長さａ分長くなってしまうので、信号線３３ａの下に切り欠き部１６０ａを形成する。
【００６７】
　本発明の実施の形態４によれば、切り欠き部１６０ａを形成することにより、信号線３
３ａをフレキシブル基板１６０上のケーブル接続ランド１９に接続したときに、信号線３
３ａが盛り上がることを防止でき、硬質長を短縮することができる。
【００６８】
（実施の形態５）
　図１３Ａ及び１３Ｂは、本発明の実施の形態５によるフレキシブル基板の一例を示す平
面図である。
【００６９】
　実施の形態５では、図１３Ａに示すように、フレキシブル基板１６１の基端部の幅Ｌ２
が先端部の幅Ｌ１に比べて広くなっており、この部分にケーブル接続ランド１９を形成す
る。積層基板１４は、上記の基端部の幅Ｌ２と略同一の幅を有する。フレキシブル基板１
６１の先端側の幅がＬ１の部分では、配線パターンが露出しており、接着剤４０で封止さ
れている。
【００７０】
　図１３Ａに示すフレキシブル基板１６１は、図１３Ｂに示すフレキシブル基板１６１ａ
をカットすることにより形成される。フレキシブル基板１６１ａは、チェックランド４１
を有し、チェックランド４１は、配線４５で上述したフレキシブル基板１６１の先端側の
配線パターンに接続されている。フレキシブル基板１６１の基端側には、穴４２がエッチ
ングなどで空けられている。フレキシブル基板１６１ａの状態で積層基板１４に接続する
前に、穴４２を形成するため、フレキシブル基板１６１の基端部の寸法のばらつきを減ら
すことができる。穴４２を形成した後、基準穴４４により積層基板１４と位置合わせをし
て、積層基板１４に接続し、カット部４３でフレキシブル基板１６１ａをカットして、フ
レキシブル基板１６１とする。
【符号の説明】
【００７１】
　１　内視鏡装置
　２　内視鏡
　３ａ　湾曲部
　３ｂ　先端部
　３ｃ　可撓管部
　４　操作部
　４ａ　処置具挿入口
　５　ユニバーサルコード
　６　コネクタ
　７　光源装置
　８　プロセッサ
　９　被写体
　９ｓ　影
　１０　表示装置
　１１　レンズユニット
　１２　ガラスリッド
　１３　固体撮像素子
　１４、１４ａ　積層基板
　１５　電子部品
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　１６、１６０、１６１、１６１ａ　フレキシブル基板
　１７　インナーリード
　１８、１８Ｌ、１８Ｒ、１９　ケーブル接続ランド
　３０ａ　被覆管
　３０ｂ　先端部本体
　３１　チャンネル
　３２　ライトガイド
　３３、３４　ケーブル
　３３ａ、３３ｂ、３３１、３３２、３３３、３３４　信号線
　３３ｃ、３３ｄ、３３ｅ、３４ｃ　電源線
　３３ｆ、３４ｄ　ダミーケーブル
　３５　上方湾曲ワイヤ
　３６　下方湾曲ワイヤ
　３７　シールド線
　３８　照明窓
　３９　信号線取り回し部
　４０　接着剤
　４１　チェックランド
　４２　穴
　４３　カット部
　４４　基準穴
　４５　配線
　７０　表示画面
　９０、９０ｓ　画像

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(13) JP 6223092 B2 2017.11.1

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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